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別添 

 

広島県警察緊急事態対策委員会設置要綱 

 

１ 設置 

  警察本部に広島県警察緊急事態対策委員会（以下「委員会」という。）を置き、その

構成は、別表１のとおりとする。 

２ 任務 

委員会は、緊急事態に関する事例、反省教訓事項等の収集・整理を踏まえ、効果的な

警察措置を実施する上で必要とされる施策の総合的な推進を図ることを任務とする。 

３ 運営 

 (1) 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、議事を主宰する。 

 (2) 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会への出席を求   

めることができる。 

 (3) 上記のほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。 

４ 幹事会 

（1) 設置 

   委員会に幹事会を置き、その構成は、別表２のとおりとする。 

 (2) 任務 

幹事会は、緊急事態に関する事例、反省教訓事項等の収集・整理並びに施策に係る

企画立案及び総合調整の事務について、委員会を補佐する。 

 (3) 運営 

  ア 幹事長は、必要に応じて幹事会を招集し、議事を主宰する。 

  イ 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者に対し、幹事会への出席を

求めることができる。 

  ウ 上記のほか、幹事会の運営に関して必要な事項は、幹事長が定める。 

５ 連絡室 

 (1) 設置 

   幹事会に連絡室を置き、その構成は、別表３のとおりとする。 

 (2)  任務 

   連絡室は、部が主管する緊急事態に係る幹事会の事務について、幹事会を補佐する。 

 (3) 運営 

  ア 室長は、必要に応じて連絡室を招集し、議事を主宰する。 

  イ 室長は、必要があると認めるときは、室員以外の者に対し、連絡会への出席を求

めることができる。 

  ウ 上記のほか、連絡室の運営に関して必要な事項は、室長が定める。 

６ 事務局 

   委員会及び幹事会の事務局は危機管理課、連絡室の事務局は室長が所属する課に置 

く。 
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別表１ 広島県警察緊急事態対策委員会の構成                                  

委員長 警察本部長 

副委員長 警務部長及び警備部長 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

総務部長 

生活安全部長 

地域部長 

刑事部長 

交通部長 

首席監察官 

警察学校長 

広島県情報通信部長 

                                                                                                                             

別表２  広島県警察緊急事態対策委員会幹事会の構成                            

幹事長 警務部長 

副幹事長 主管部長及び警備部長 

幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務部総務課長 

警務部警務課長 

生活安全部生活安全総務課長 

生活安全部生活環境課長 

地域部地域課長 

刑事部刑事総務課長 

刑事部捜査第一課長 

刑事部組織犯罪対策第二課長 

交通部交通企画課長 

交通部交通指導課長 

警備部公安課長 

警備部警備課長 

警備部危機管理課長 

広島県情報通信部通信庶務課長 

                                                                                                                             

別表３  広島県警察緊急事態対策委員会幹事会連絡室の構成                      

室長 幹事のうち主管部長が指定する者 

室員 

 

 

幹事の所属する課の理事官、管理官又は課長補佐の職

にある者若しくはこれらに準ずる者のうち、室長が指

定する者。 

 


